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秋田県告示第７号
　生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律
（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によることとされる生活保護法の規定を含む。以下同じ。）第54
条の２第１項の規定により、介護扶助及び介護支援給付のための介護を担当させる機関を次のとおり指定したので、同
法第55条の２第１号の規定に基づき、告示する。
　　平成22年１月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　

■　目　次　■

名　　　称 開設者氏名又は名称 所　在　地 サービスの
種類 指定年月日

指定短期入所生活介護　
朝日のあたる家

有 限 会 社 　 ケ ア プ ラ ン
ナー横手　代表取締役 横手市赤坂字仁坂105−６

短期入所生
活介護、介
護予防短期
入所生活介
護

平成21年11月１日

菜康苑デイサービス南館 有限会社　てんぞ　代表
取締役

横手市平鹿町醍醐字道中57
−３

認知症対応
型 通 所 介
護、介護予
防認知症対
応型通所介
護

平成21年７月１日
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　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第８号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第18条第１項の規定により、都市計画を変
更したので、同法第21条第２項において準用する同法第20条第１項の規定に基づき、次のとおり告示し、同法第21条第
２項において準用する同法第20条第２項の規定に基づき、当該都市計画の図書を建設交通部都市計画課に備え置いて縦
覧に供する。
　　平成22年１月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　都市計画の種類及び名称
　　角館都市計画道路（３・４・６号岩瀬北野線）の変更
２　都市計画を変更した土地の区域
　　変更した部分　仙北市角館町岩瀬下タ野、菅沢及び薗田久保の各一部
３　都市計画の変更年月日　平成22年１月８日

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規定により、特定非営利活動法人から次のとおり定款
変更の認証の申請があったので、同条第５項において準用する同法第10条第２項の規定に基づき、公告する。
　　平成22年１月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　
１　申請のあった年月日
　　平成21年12月18日
２　申請に係る特定非営利活動法人の名称
　　特定非営利活動法人　ライフハンド
３　代表者の氏名
　　菊　地　公　作
４　主たる事務所の所在地
　　秋田県秋田市八橋三和町８番20号
５　定款に記載された目的
　　この法人は、広く高齢者に対するグループホーム等の在宅介護事業等と子育て支援活動を行い地域と社会の福祉の
　増進を図り、広く公益に貢献することを目的とする。
６　定款の変更内容
　　事業
　　　　　　─────────────────────────────────────────
　秋田県労働委員会労働者委員を、労働組合法（昭和24年法律第174号）第19条の12の規定により、次のとおり任命し
た。
　　平成22年１月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久

菜康苑居宅介護支援事業
所

有限会社　てんぞ　代表
取締役

横手市平鹿町醍醐字道中57
−３

居宅介護支
援事業 平成21年７月１日

田沢観光株式会社 田沢観光株式会社　代表
取締役

仙北市田沢湖生保内字水尻
71−13

訪問介護、
介護予防訪
問介護

平成21年12月１日

サンホーム大石平指定短
期入所生活介護事業所

社会福祉法人　小坂ふく
し会　理事長

鹿角郡小坂町小坂字大石平
30

介護予防短
期入所生活
介護

平成21年11月１日

グループホーム松峰園 株式会社　松峰園　代表
取締役

山本郡八峰町峰浜水沢字下
カッチキ台41番地58

認知症対応
型 通 所 介
護、介護予
防認知症対
応型通所介
護

平成21年11月１日

訪問介護ステーション松
峰園

株式会社　松峰園　代表
取締役

山本郡八峰町峰浜水沢字下
カッチキ台41番地58

訪問介護、
介護予防訪
問介護

平成21年11月１日

公　　　　　　　　告
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　第38期秋田県労働委員会委員を平成22年１月５日次のとおり任命した。
　任期は、労働組合法第19条の５の規定により、前任者の残任期間とする。

　　　　　　─────────────────────────────────────────
　次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６の規定に基づ
き、公告する。
　　平成22年１月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　入札に付する事項
　⑴　業務名
　　　平成21年度　建設資材価格市況調査（２月調査）業務委託
　⑵　業務概要
　　　平成22年４月以降適用の秋田県設計資材価格の基礎資料作成業務　１式
　⑶　履行期限
　　　平成22年３月26日まで
　⑷　業務場所
　　　別途指定する場所
２　入札に参加する者に必要な資格
　⑴　地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しないこと。
　⑵　秋田県内又は東北管内において本業務と同種（建設資材価格市況調査）を元請として完了させた実績があるこ

と。
　⑶　管理技術者は、本業務と同種又は類似業務に従事した経歴を有する者であること。
　⑷　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律第225号に基

づく民事再生手続開始の申立てがなされている者（手続開始の決定を受けた者を除く）でないこと。
　⑸　社会保険に加入し、かつ社会保険料に滞納がないこと。
　⑹　当該契約に係る入札説明書の交付を受けていること。
３　設計図書等を示す場所等
　⑴　本業務に係る設計図書、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに問い合わせ先
　　　郵便番号010―8570　秋田市山王四丁目１番１号
　　　秋田県建設交通部建設管理課技術管理室積算管理班（電話018―860―2419）
　⑵　交付方法
　　　秋田県の休日を定める条例（平成元年秋田県条例第29号）第１条第１項に規定する県の休日を除き、平成22年１

月８日（金）から同月15日（金）までの期間、⑴の場所において随時交付する。
４　入札執行の日時及び場所
　　平成22年１月18日（月）午後１時30分
　　秋田県庁　７階　71会議室
５　入札保証金
　　秋田県財務規則（昭和39年秋田県規則第４号。以下「財務規則」という。）第160条及び第161条に規定するところ

による。ただし、財務規則第162条各号のいずれかに該当する場合は免除する。
６　その他
　⑴　入札の方法
　　　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の５に相当する額を加算した金額（１円未

満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地
方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の105分の100に相当す
る金額を入札書に記載すること。

　⑵　入札の無効
　　　財務規則第166条に規定するところによる。
　⑶　落札者の決定方法
　　　予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。ただし、落札となるべき同

価の入札をした者が２人以上あるときは、くじにより決定する。

委　　　　員 氏　　　　名

労　働　者　委　員 東海林悟、今村行徳
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　⑷　契約書作成の要否　要
　⑸　提出書類等
　　　入札に参加しようとする者は、別に定める期日までに、入札説明書に記載された必要資料等を提出すること。
　⑹　その他
　　　詳細は、入札説明書による。
　　　　　　─────────────────────────────────────────
　特定調達契約について次のとおり落札者を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定
める政令（平成７年政令第372号）第11条の規定に基づき、公示する。
　　平成22年１月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１⑴　落札に係る物品の名称及び数量
　　　県立学校学習ネットワークシステム（学校システム）【県北】　20式
　⑵　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
　　　出納局総務事務センター　秋田市山王四丁目１番２号
　⑶　落札者を決定した日
　　　平成21年11月26日
　⑷　落札者の名称及び住所
　　　株式会社　ＮＴＴ東日本−秋田　秋田市中通四丁目４番４号
　⑸　落札金額
　　　20,947,500円
　⑹　契約の相手方を決定した手続き
　　　一般競争入札
　⑺　一般競争入札の公告を行った日
　　　平成21年10月９日
２⑴　落札に係る物品の名称及び数量
　　　県立学校学習ネットワークシステム（学校システム）【中央】　22式
　⑵　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
　　　出納局総務事務センター　秋田市山王四丁目１番２号
　⑶　落札者を決定した日
　　　平成21年11月26日
　⑷　落札者の名称及び住所
　　　株式会社　ＮＴＴ東日本−秋田　秋田市中通四丁目４番４号
　⑸　落札金額
　　　25,042,500円
　⑹　契約の相手方を決定した手続き
　　　一般競争入札
　⑺　一般競争入札の公告を行った日
　　　平成21年10月９日
３⑴　落札に係る物品の名称及び数量
　　　県立学校学習ネットワークシステム（学校システム）【県南】　24式
　⑵　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
　　　出納局総務事務センター　秋田市山王四丁目１番２号
　⑶　落札者を決定した日
　　　平成21年11月26日
　⑷　落札者の名称及び住所
　　　株式会社　ＮＴＴ東日本−秋田　秋田市中通四丁目４番４号
　⑸　落札金額
　　　23,499,000円
　⑹　契約の相手方を決定した手続き
　　　一般競争入札
　⑺　一般競争入札の公告を行った日
　　　平成21年10月９日
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教 育 委 員 会 規 則

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、大館市下川沿土地改良区から次のとおり役員の住
所の変更の届出があったので、同条第17項の規定に基づき、公告する。
　　平成22年１月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　
理事の住所の変更
１　変更前　　　大館市餅田字前田７番地４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　虻　川　良　逸
２　変更後　　　大館市立花字山田渡216番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 虻　川　良　逸
　　　　　　─────────────────────────────────────────
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第96条の２第５項において準用する同法第10条第１項の規定により、湯沢市か
ら協議があった土地改良事業（川口地区基盤整備促進事業）の施行について、平成21年12月22日同意したので、同法第
96条の２第７項の規定に基づき、公告する。
　　平成22年１月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　

　 市 町 村 立 学 校 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 二 年 一 月 八 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 教 育 委 員 会 委 員 長　 北　 林　 真 知 子

秋 田 県 教 育 委 員 会 規 則 第 一 号

　 　 　 市 町 村 立 学 校 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 市 町 村 立 学 校 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 二 年 秋 田 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。

　 第 五 十 七 条 の 六 第 二 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 二　 職 員 の 扶 養 親 族 た る 者 （ 条 例 第 十 四 条 第 二 項 に 規 定 す る 扶 養 親 族 で 条 例 第 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 が さ れ

て い る 者 に 限 る 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） が 所 有 す る 住 宅 及 び 職 員 の 配 偶 者 （ 婚 姻 の 届 出 を し て い な い が 事 実

上 婚 姻 関 係 と 同 様 の 事 情 に あ る 者 を 含 む 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） 、 父 母 又 は 配 偶 者 の 父 母 で 、 職 員 の 扶 養 親

族 た る 者 以 外 の も の が 所 有 し 、 又 は 借 り 受 け 、 居 住 し て い る 住 宅 並 び に 教 育 委 員 会 が こ れ ら に 準 ず る と 認 め る 住 宅

の 全 部 又 は 一 部 を 借 り 受 け て 当 該 住 宅 に 居 住 し て い る 職 員

　 第 五 十 七 条 の 十 一 第 一 項 中 「 実 情 、 住 宅 の 所 有 関 係 等 」 を 「 実 情 」 に 、 「 、 住 宅 の 所 有 関 係 等 に 」 を 「 等 に 」 に 改 め

る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 「　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 「

　 別 表 第 九 の ニ の 表 中　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 を　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 」

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 に 改 め る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 」

　 　 　 附　 則

　 （ 施 行 期 日 等 ）

１　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

２　 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 市 町 村 立 学 校 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 規 則 別 表 第 九 の ニ の 表 の 規 定 は 、 平 成 二 十 一 年 十 二 月

一 日 か ら 適 用 す る 。

　 （ 昇 格 の 場 合 の 号 給 に 関 す る 経 過 措 置 ）

３　 平 成 二 十 一 年 十 二 月 一 日 か ら 平 成 二 十 二 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 、 新 た に 給 料 表 の 適 用 を 受 け る こ と と

な っ た 職 員 及 び 降 格 、 昇 給 又 は 復 職 時 等 に お け る 号 給 の 調 整 以 外 の 事 由 に よ り そ の 受 け る 号 給 に 異 動 の あ っ た 職 員 の

当 該 適 用 又 は 異 動 の 日 に お け る 号 給 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る こ と が で き る 。

　 　 　 　 　 　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

　 市 町 村 立 学 校 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 及 び 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 に 関 す る 条 例 の

一 部 を 改 正 す る 条 例 附 則 第 七 項 か ら 第 九 項 ま で の 規 定 に よ る 給 料 を 定 め る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す

る 。

　 　 平 成 二 十 二 年 一 月 八 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 教 育 委 員 会 委 員 長　 北　 林　 真 知 子
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　 　 　 市 町 村 立 学 校 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 及 び 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 に 関 す る 条

　 　 　 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 附 則 第 七 項 か ら 第 九 項 ま で の 規 定 に よ る 給 料 を 定 め る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 市 町 村 立 学 校 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 及 び 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 に 関 す る 条 例 の

一 部 を 改 正 す る 条 例 附 則 第 七 項 か ら 第 九 項 ま で の 規 定 に よ る 給 料 を 定 め る 規 則 （ 平 成 十 八 年 秋 田 県 教 育 委 員 会 規 則 第 七

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 二 条 中 第 五 号 を 削 り 、 第 六 号 を 第 五 号 と し 、 同 条 第 七 号 ㈤ 中 「 。 以 下 「 勤 務 時 間 条 例 」 と い う 。 」 を 削 り 、 同 条 中

同 号 を 第 六 号 と し 、 第 八 号 か ら 第 十 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 上 げ る 。

　 第 三 条 第 二 号 中 「 基 準 級 よ り 下 位 の 職 務 の 級 に 」 を 削 り 、 同 条 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

　 七　 施 行 日 以 後 に 平 成 十 八 年 改 正 条 例 附 則 第 七 項 の 規 定 に よ る 給 料 を 支 給 さ れ る 職 員 で な く な っ た 職 員

　 第 四 条 第 一 項 各 号 列 記 以 外 の 部 分 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 　 施 行 日 の 前 日 か ら 引 き 続 き 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 の う ち 、 施 行 日 以 後 に 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 す る こ と

と な っ た 職 員 （ 当 該 各 号 の 二 以 上 の 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 す る こ と と な っ た 職 員 （ 教 育 委 員 会 の 定 め る こ れ に 準 ず る

職 員 を 含 む 。 次 項 に お い て 「 特 定 職 員 」 と い う 。 ） を 除 く 。 ） で あ っ て 、 そ の 者 の 受 け る 給 料 月 額 が 当 該 各 号 の 区 分

に 応 じ 当 該 各 号 に 定 め る 額 に 達 し な い こ と と な る も の （ 前 条 第 七 号 に 掲 げ る 職 員 （ 第 一 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 す る こ

と と な っ た 職 員 を 除 く 。 ） 及 び 第 一 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 す る こ と と な っ た 職 員 で あ っ て 施 行 日 の 前 日 に 給 料 表 の 適

用 を 異 に す る 異 動 又 は 初 任 給 基 準 異 動 が あ っ た も の と し た 場 合 （ 施 行 日 以 後 に こ れ ら の 異 動 が 二 回 以 上 あ っ た 場 合 に

あ っ て は 、 施 行 日 の 前 日 に そ れ ら の 異 動 が 順 次 あ っ た も の と し た 場 合 。 同 号 に お い て 同 じ 。 ） に 同 条 第 七 号 に 掲 げ る

職 員 に 該 当 す る こ と と な る も の を 除 く 。 ） に は 、 そ の 差 額 に 相 当 す る 額 を 、 平 成 十 八 年 改 正 条 例 附 則 第 八 項 の 規 定 に

よ る 給 料 と し て 支 給 す る 。

　 第 四 条 第 一 項 第 一 号 中 「 第 五 号 」 を 「 第 六 号 」 に 改 め 、 「 （ 施 行 日 以 後 に こ れ ら の 異 動 が 二 回 以 上 あ っ た 場 合 に あ っ

て は 、 施 行 日 の 前 日 に こ れ ら の 異 動 が 順 次 あ っ た も の と し た 場 合 ） 」 を 削 り 、 「 相 当 す る 額 」 の 下 に 「 （ 市 町 村 立 学 校

職 員 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 一 年 秋 田 県 条 例 第 七 十 七 号 ） の 施 行 の 日 （ 以 下 こ の 項 及

び 次 条 第 一 項 に お い て 「 基 準 日 」 と い う 。 ） に お い て 、 適 用 さ れ る 給 料 表 並 び に そ の 職 務 の 級 及 び 号 給 が そ れ ぞ れ 平 成

十 八 年 改 正 条 例 附 則 第 七 項 の 表 の 給 料 表 欄 、 職 務 の 級 欄 及 び 号 給 欄 に 掲 げ る も の に 該 当 し な い 職 員 （ 以 下 こ の 項 及 び 次

条 第 一 項 に お い て 「 減 額 改 定 対 象 職 員 」 と い う 。 ） で あ る 者 （ 基 準 日 の 翌 日 以 後 に 給 料 表 の 適 用 を 異 に す る 異 動 又 は 初

任 給 基 準 異 動 を し た 職 員 を 除 く 。 ） 及 び 基 準 日 の 翌 日 以 後 に 給 料 表 の 適 用 を 異 に す る 異 動 又 は 初 任 給 基 準 異 動 を し た 職

員 で あ っ て 施 行 日 の 前 日 に 当 該 異 動 が あ っ た も の と し た 場 合 に 基 準 日 に お い て 減 額 改 定 対 象 職 員 で あ る 者 と な る こ と と

な る も の に あ っ て は 、 当 該 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 に 百 分 の 九 十 九 ・ 七 六 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ

る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 ） ） 」 を 加 え 、 同 項 第 二 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 二　 降 格 を し た 場 合 （ 第 六 号 に 掲 げ る 場 合 を 除 く 。 ）　 施 行 日 の 前 日 に お い て そ の 者 が 受 け て い た 給 料 月 額 に 相 当 す

る 額 （ 基 準 日 に お い て 減 額 改 定 対 象 職 員 で あ る 者 に あ っ て は 、 当 該 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 に 百 分 の 九 十 九 ・ 七 六 を

乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 ） ） か ら 、 降 格 を し た 日 の 前 日 に

受 け て い た 号 給 に 対 応 す る 給 料 月 額 と 降 格 後 に 受 け る こ と と な る 号 給 に 対 応 す る 給 料 月 額 と の 差 額 に 相 当 す る 額

（ 降 格 を 二 回 以 上 し た 場 合 に あ っ て は 、 そ れ ぞ れ の 当 該 差 額 に 相 当 す る 額 を 合 算 し た 額 ） を 減 じ た 額

　 第 四 条 第 一 項 第 三 号 中 「 第 五 号 」 を 「 第 六 号 」 に 改 め 、 「 相 当 す る 額 」 の 下 に 「 （ 基 準 日 に お い て 減 額 改 定 対 象 職 員

で あ る 者 に あ っ て は 、 当 該 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 に 百 分 の 九 十 九 ・ 七 六 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ

る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 ） ） 」 を 加 え 、 同 項 第 四 号 ㈠ 中 「 相 当 す る 額 」 の 下 に 「 （ 基 準 日 に お い て 減 額 改 定

対 象 職 員 で あ る 者 に あ っ て は 、 当 該 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 に 百 分 の 九 十 九 ・ 七 六 を 乗 じ て 得 た 額 ） 」 を 加 え 、 同 号 ㈡ 中

「 給 料 月 額 」 の 下 に 「 に 相 当 す る 額 （ 基 準 日 に お い て 減 額 改 定 対 象 職 員 で あ る 者 に あ っ て は 、 当 該 給 料 月 額 に 相 当 す る

額 に 百 分 の 九 十 九 ・ 七 六 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 ） ） 」 を 加

え 、 同 項 第 五 号 中 「 応 じ た 額 」 の 下 に 「 に 百 分 の 九 十 九 ・ 七 六 を 乗 じ て 得 た 額 」 を 加 え 、 「 当 該 額 」 を 「 当 該 応 じ た 額

に 百 分 の 九 十 九 ・ 七 六 を 乗 じ て 得 た 額 」 に 、 「 （ そ の 」 を 「 と し 、 そ の 」 に 、 「 額 ） 」 を 「 額 と す る 。 」 に 改 め る 。

　 第 五 条 第 一 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 　 人 事 交 流 等 職 員 （ 次 項 に 規 定 す る 職 員 を 除 く 。 ） で あ っ て 、 そ の 者 の 受 け る 給 料 月 額 が そ の 者 が 施 行 日 の 前 日 に 人

事 交 流 等 職 員 と な っ た も の と し た 場 合 に 同 日 に お い て 受 け る こ と と な る 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 （ 教 育 委 員 会 の 定 め る

職 員 に あ っ て は 教 育 委 員 会 の 定 め る 額 と し 、 当 該 職 員 以 外 の 職 員 の う ち 、 基 準 日 に お い て 減 額 改 定 対 象 職 員 で あ る 者

及 び 基 準 日 の 翌 日 以 後 に 人 事 交 流 等 職 員 と な っ た 職 員 の う ち 施 行 日 の 前 日 に 人 事 交 流 等 職 員 と な っ た も の と し た 場 合

に 基 準 日 に お い て 減 額 改 定 対 象 職 員 で あ る 者 と な る こ と と な る も の に あ っ て は 当 該 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 に 百 分 の 九

十 九 ・ 七 六 を 乗 じ て 得 た 額 と し 、 そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 と す る 。 ） に 達 し

な い こ と と な る も の （ 第 三 条 第 七 号 に 掲 げ る 職 員 及 び 施 行 日 の 前 日 に 人 事 交 流 等 職 員 と な っ た も の と し た 場 合 に 同 号

に 該 当 す る こ と と な る 職 員 を 除 く 。 ） に は 、 そ の 差 額 に 相 当 す る 額 を 、 平 成 十 八 年 改 正 条 例 附 則 第 九 項 の 規 定 に よ る

給 料 と し て 支 給 す る 。
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人 事 委 員 会 規 則

　 第 六 条 を 削 り 、 第 七 条 を 第 六 条 と す る 。

　 　 　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

　 人 事 委 員 会 規 則 七 ─ 〇 （ 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 二 年 一 月 八 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 人 事 委 員 会 委 員 長　 柴　 田　 一　 宏

　 　 　 人 事 委 員 会 規 則 七 ─ 〇 （ 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 規 則 七 ─ 〇 （ 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 「　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 「

　 別 表 第 七 の チ の 表 中　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 を　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 」

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 に 改 め る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 」

　 　 　 附　 則

　 （ 施 行 期 日 等 ）

１　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

２　 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 規 則 七 ─ 〇 （ 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 ） の 規 定 は 、 平 成 二 十 一 年 十 二 月 一 日 か ら 適 用

す る 。

　 （ 経 過 措 置 ）

３　 平 成 二 十 一 年 十 二 月 一 日 か ら 平 成 二 十 二 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 、 新 た に 給 料 表 の 適 用 を 受 け る こ と と

な っ た 職 員 及 び 降 格 、 昇 給 又 は 復 職 時 等 に お け る 号 給 の 調 整 以 外 の 事 由 に よ り そ の 受 け る 号 給 に 異 動 の あ っ た 職 員

（ 個 別 に 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 て 号 給 を 決 定 す る こ と と さ れ て い る 職 員 を 除 く 。 ） の 当 該 適 用 又 は 異 動 の 日 に お け る

号 給 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る こ と が で き る 。

　 　 　 　 　 　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

　 人 事 委 員 会 規 則 七 ─ 六 一 （ 住 居 手 当 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 二 年 一 月 八 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 人 事 委 員 会 委 員 長　 柴　 田　 一　 宏

　 　 　 人 事 委 員 会 規 則 七 ─ 六 一 （ 住 居 手 当 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 規 則 七 ─ 六 一 （ 住 居 手 当 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 二 条 第 三 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 三　 職 員 の 扶 養 親 族 た る 者 （ 条 例 第 十 条 第 二 項 に 規 定 す る 扶 養 親 族 で 条 例 第 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 が さ れ て

い る 者 に 限 る 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） が 所 有 す る 住 宅 及 び 職 員 の 配 偶 者 （ 婚 姻 の 届 出 を し て い な い が 事 実 上

婚 姻 関 係 と 同 様 の 事 情 に あ る 者 を 含 む 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） 、 父 母 又 は 配 偶 者 の 父 母 で 、 職 員 の 扶 養 親 族

た る 者 以 外 の も の が 所 有 し 、 又 は 借 り 受 け 、 居 住 し て い る 住 宅 並 び に 人 事 委 員 会 が こ れ ら に 準 ず る と 認 め る 住 宅 の

全 部 又 は 一 部 を 借 り 受 け て 当 該 住 宅 に 居 住 し て い る 職 員

　 第 七 条 第 一 項 中 「 実 情 、 住 宅 の 所 有 関 係 等 」 を 「 実 情 」 に 、 「 、 住 宅 の 所 有 関 係 等 に 」 を 「 等 に 」 に 改 め る 。

　 　 　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

　 　 　 　 　 　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

　 人 事 委 員 会 規 則 七 ─ 六 二 （ 特 地 勤 務 手 当 等 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 二 年 一 月 八 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 人 事 委 員 会 委 員 長　 柴　 田　 一　 宏

　 　 　 人 事 委 員 会 規 則 七 ─ 六 二 （ 特 地 勤 務 手 当 等 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 規 則 七 ─ 六 二 （ 特 地 勤 務 手 当 等 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 三 条 第 三 項 第 四 号 中 「 あ る 職 員 」 の 下 に 「 （ そ の 日 に 減 額 改 定 対 象 職 員 （ 適 用 さ れ る 給 料 表 並 び に そ の 職 務 の 級 及

び 号 給 が そ れ ぞ れ 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 十 八 年 秋 田 県 条 例 第 五 号 ） 附 則 第 七

項 の 表 の 給 料 表 欄 、 職 務 の 級 欄 及 び 号 給 欄 に 掲 げ る も の で あ る 職 員 、 医 療 職 給 料 表 ㈠ 若 し く は 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 の

採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 二 年 秋 田 県 条 例 第 百 五 十 二 号 ） 第 五 条 第 二 項 に 規 定 す る 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 又 は 同

条 第 一 項 若 し く は 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 四 年 秋 田 県 条 例 第 六 十 九 号 ） 第 七 条 第 一 項 に 規 定
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す る 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 号 給 が 一 号 給 で あ る も の の い ず れ に も 該 当 し な い 職 員 を い う 。 第 四 条 第 三 項 第 二

号 に お い て 同 じ 。 ） で あ っ た 者 に 限 る 。 ） 」 を 加 え 、 「 に 受 け て い た 」 を 「 受 け て い た 給 料 及 び 」 に 、 「 に 係 る 給 料 及

び 扶 養 手 当 」 を 「 係 る 給 料 」 に 、 「 以 下 」 を 「 以 下 こ の 項 に お い て 」 に 、 「 同 条 例 」 を 「 平 成 二 十 一 年 改 正 条 例 」 に 改

め 、 「 改 正 後 の 条 例 」 の 下 に 「 の 規 定 」 を 加 え 、 「 の 規 定 に よ る も の と し た 場 合 の 」 を 「 附 則 第 七 項 か ら 第 九 項 ま で の

規 定 に よ る も の と し た 場 合 の 給 料 の 月 額 並 び に 当 該 定 め る 日 に 受 け て い た 」 に 改 め 、 同 条 第 四 項 第 一 号 中 「 と あ る の

は 、 」 を 「 と あ る の は 」 に 、 「 と す る 」 を 「 と 、 前 項 第 四 号 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 第 二 項 中 「 並 び に 当 該 定

め る 日 」 と あ る の は 「 を 当 該 定 め る 日 に お け る 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 七 年 秋 田 県 条 例 第 三 号 ） 第

二 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 で 除 し て 得 た 額

並 び に 同 日 」 と す る 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 前 項 各 号 」 を 「 前 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で 」 に 、 「 現 に 」 と あ る の は 、

「 」 を 「 」 と あ る の は 「 、 」 に 、 「 現 に 」 と す る 」 を 「 」 と 、 前 項 第 四 号 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 第 二 項 中

「 並 び に 」 と あ る の は 「 に 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 七 年 秋 田 県 条 例 第 三 号 ） 第 二 条 第 二 項 の 規 定 に

よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を 乗 じ て 得 た 額 並 び に 」 と す る 」 に

改 め 、 同 項 第 三 号 中 「 と あ る の は 、 」 を 「 と あ る の は 」 に 、 「 と す る 」 を 「 と 、 前 項 第 四 号 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適

用 す る 第 二 項 中 「 並 び に 当 該 定 め る 日 」 と あ る の は 「 を 当 該 定 め る 日 に お け る 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例

（ 平 成 七 年 秋 田 県 条 例 第 三 号 ） 第 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務

時 間 で 除 し て 得 た 数 で 除 し て 得 た 額 に 当 該 数 を 乗 じ て 得 た 額 並 び に 同 日 」 と す る 」 に 改 め 、 同 項 第 四 号 中 「 と あ る の

は 、 」 を 「 と あ る の は 」 に 、 「 と す る 」 を 「 と 、 前 項 第 四 号 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 第 二 項 中 「 並 び に 当 該 定

め る 日 」 と あ る の は 「 を 当 該 定 め る 日 に お け る 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 七 年 秋 田 県 条 例 第 三 号 ） 第

二 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 で 除 し て 得 た 額

に 当 該 数 を 乗 じ て 得 た 額 並 び に 同 日 」 と す る 」 に 改 め る 。

　 第 四 条 第 三 項 中 第 一 号 及 び 第 二 号 を 削 り 、 第 三 号 を 第 一 号 と し 、 同 項 第 四 号 中 「 あ る 職 員 」 の 下 に 「 （ そ の 日 に 減 額

改 定 対 象 職 員 で あ っ た 者 に 限 る 。 ） 」 を 、 「 受 け て い た 」 の 下 に 「 給 料 及 び 」 を 加 え 、 「 及 び 扶 養 手 当 」 を 削 り 、 「 以

下 」 を 「 以 下 こ の 項 に お い て 」 に 、 「 同 条 例 」 を 「 平 成 二 十 一 年 改 正 条 例 」 に 改 め 、 「 改 正 後 の 条 例 」 の 下 に 「 の 規

定 」 を 加 え 、 「 の 規 定 に よ る も の と し た 場 合 の 」 を 「 附 則 第 七 項 か ら 第 九 項 ま で の 規 定 に よ る も の と し た 場 合 の 給 料 の

月 額 並 び に 条 例 第 十 三 条 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 異 動 又 は 公 署 の 移 転 の 日 に 受 け て い た 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 二 号 と

し 、 同 条 第 四 項 第 一 号 中 「 給 与 条 例 」 を 「 条 例 」 に 、 「 と あ る の は 、 」 を 「 と あ る の は 」 に 、 「 と す る 」 を 「 と 、 前 項

第 二 号 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 第 二 項 中 「 並 び に 条 例 第 十 三 条 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 異 動 又 は 公 署 の 移 転 の

日 」 と あ る の は 「 を 条 例 第 十 三 条 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 異 動 又 は 公 署 の 移 転 の 日 に お け る 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関

す る 条 例 （ 平 成 七 年 秋 田 県 条 例 第 三 号 ） 第 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す

る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 で 除 し て 得 た 額 並 び に 同 日 」 と す る 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 給 与 条 例 」 を 「 条 例 」 に 、

「 前 項 各 号 」 を 「 前 項 第 一 号 」 に 、 「 と あ る の は 、 」 を 「 と あ る の は 」 に 、 「 と す る 」 を 「 と 、 前 項 第 二 号 の 規 定 に よ

り 読 み 替 え て 適 用 す る 第 二 項 中 「 並 び に 」 と あ る の は 「 に 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 七 年 秋 田 県 条 例

第 三 号 ） 第 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を 乗

じ て 得 た 額 並 び に 」 と す る 」 に 改 め 、 同 項 第 三 号 中 「 給 与 条 例 」 を 「 条 例 」 に 、 「 と あ る の は 、 」 を 「 と あ る の は 」

に 、 「 と す る 」 を 「 と 、 前 項 第 二 号 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 第 二 項 中 「 並 び に 条 例 第 十 三 条 の 三 第 一 項 に 規 定

す る 異 動 又 は 公 署 の 移 転 の 日 」 と あ る の は 「 を 条 例 第 十 三 条 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 異 動 又 は 公 署 の 移 転 の 日 に お け る 職

員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 七 年 秋 田 県 条 例 第 三 号 ） 第 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務

時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 で 除 し て 得 た 額 に 当 該 数 を 乗 じ て 得 た 額 並 び に 同 日 」 と す る 」 に

改 め 、 同 項 第 四 号 中 「 と あ る の は 、 」 を 「 と あ る の は 」 に 、 「 と す る 」 を 「 と 、 前 項 第 二 号 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適

用 す る 第 二 項 中 「 並 び に 条 例 第 十 三 条 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 異 動 又 は 公 署 の 移 転 の 日 」 と あ る の は 「 を 条 例 第 十 三 条 の

三 第 一 項 に 規 定 す る 異 動 又 は 公 署 の 移 転 の 日 に お け る 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 七 年 秋 田 県 条 例 第 三

号 ） 第 二 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 で 除 し て

得 た 額 に 当 該 数 を 乗 じ て 得 た 額 並 び に 同 日 」 と す る 」 に 改 め る 。

　 　 　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

　 　 　 　 　 　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

　 人 事 委 員 会 規 則 七 ─ 一 〇 七 （ 平 成 十 八 年 改 正 条 例 附 則 第 七 項 か ら 第 九 項 ま で の 規 定 に よ る 給 料 ） の 一 部 を 改 正 す る 規

則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 二 年 一 月 八 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 人 事 委 員 会 委 員 長　 柴　 田　 一　 宏

　 　 　 人 事 委 員 会 規 則 七 ─ 一 〇 七 （ 平 成 十 八 年 改 正 条 例 附 則 第 七 項 か ら 第 九 項 ま で の 規 定 に よ る 給 料 ） の 一 部 を 改 正 す

　 　 　 る 規 則

　 規 則 七 ─ 一 〇 七 （ 平 成 十 八 年 改 正 条 例 附 則 第 七 項 か ら 第 九 項 ま で の 規 定 に よ る 給 料 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。
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　 第 二 条 中 第 五 号 を 削 り 、 第 六 号 を 第 五 号 と し 、 同 条 第 七 号 ㈤ 中 「 第 九 号 及 び 」 を 「 第 八 号 並 び に 」 に 改 め 、 「 第 四 条

第 一 項 第 四 号 」 の 下 に 「 及 び 第 五 号 」 を 加 え 、 同 条 中 同 号 を 第 六 号 と し 、 第 八 号 か ら 第 十 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 上 げ

る 。

　 第 三 条 第 二 号 中 「 基 準 級 よ り 下 位 の 職 務 の 級 に 」 を 削 り 、 同 条 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

　 七　 施 行 日 以 後 に 平 成 十 八 年 改 正 条 例 附 則 第 七 項 の 規 定 に よ る 給 料 を 支 給 さ れ る 職 員 で な く な っ た 職 員

　 第 四 条 第 一 項 各 号 列 記 以 外 の 部 分 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 　 施 行 日 の 前 日 か ら 引 き 続 き 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 の う ち 、 施 行 日 以 後 に 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 す る こ と

と な っ た 職 員 （ 当 該 各 号 の 二 以 上 の 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 す る こ と と な っ た 職 員 （ 人 事 委 員 会 の 定 め る こ れ に 準 ず る

職 員 を 含 む 。 次 項 に お い て 「 特 定 職 員 」 と い う 。 ） を 除 く 。 ） で あ っ て 、 そ の 者 の 受 け る 給 料 月 額 が 当 該 各 号 の 区 分

に 応 じ 当 該 各 号 に 定 め る 額 に 達 し な い こ と と な る も の （ 前 条 第 七 号 に 掲 げ る 職 員 （ 第 一 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 す る こ

と と な っ た 職 員 を 除 く 。 ） 及 び 第 一 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 す る こ と と な っ た 職 員 で あ っ て 施 行 日 の 前 日 に 給 料 表 の 適

用 を 異 に す る 異 動 又 は 初 任 給 基 準 異 動 が あ っ た も の と し た 場 合 （ 施 行 日 以 後 に こ れ ら の 異 動 が 二 回 以 上 あ っ た 場 合 に

あ っ て は 、 施 行 日 の 前 日 に そ れ ら の 異 動 が 順 次 あ っ た も の と し た 場 合 。 同 号 に お い て 同 じ 。 ） に 同 条 第 七 号 に 掲 げ る

職 員 に 該 当 す る こ と と な る も の を 除 く 。 ） に は 、 そ の 差 額 に 相 当 す る 額 を 、 平 成 十 八 年 改 正 条 例 附 則 第 八 項 の 規 定 に

よ る 給 料 と し て 支 給 す る 。

　 第 四 条 第 一 項 第 一 号 中 「 第 五 号 」 を 「 第 六 号 」 に 改 め 、 「 （ 施 行 日 以 後 に こ れ ら の 異 動 が 二 回 以 上 あ っ た 場 合 に あ っ

て は 、 施 行 日 の 前 日 に こ れ ら の 異 動 が 順 次 あ っ た も の と し た 場 合 ） 」 を 削 り 、 「 相 当 す る 額 」 の 下 に 「 （ 一 般 職 の 職 員

の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 一 年 秋 田 県 条 例 第 七 十 四 号 ） の 施 行 の 日 （ 以 下 こ の 項 及 び 次 条

第 一 項 に お い て 「 基 準 日 」 と い う 。 ） に お い て 、 適 用 さ れ る 給 料 表 並 び に そ の 職 務 の 級 及 び 号 給 が そ れ ぞ れ 平 成 十 八 年

改 正 条 例 附 則 第 七 項 の 表 の 給 料 表 欄 、 職 務 の 級 欄 及 び 号 給 欄 に 掲 げ る も の で あ る 職 員 、 医 療 職 給 料 表 ㈠ 若 し く は 一 般 職

の 任 期 付 研 究 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 二 年 秋 田 県 条 例 第 百 五 十 二 号 ） 第 五 条 第 二 項 に 規 定 す る 給 料 表 の 適 用 を

受 け る 職 員 又 は 同 条 第 一 項 若 し く は 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 四 年 秋 田 県 条 例 第 六 十 九 号 ） 第

七 条 第 一 項 に 規 定 す る 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 号 給 が 一 号 給 で あ る も の の い ず れ に も 該 当 し な い 職 員 （ 以 下 こ

の 項 及 び 次 条 第 一 項 に お い て 「 減 額 改 定 対 象 職 員 」 と い う 。 ） で あ る 者 （ 基 準 日 の 翌 日 以 後 に 給 料 表 の 適 用 を 異 に す る

異 動 又 は 初 任 給 基 準 異 動 を し た 職 員 を 除 く 。 ） 及 び 基 準 日 の 翌 日 以 後 に 給 料 表 の 適 用 を 異 に す る 異 動 又 は 初 任 給 基 準 異

動 を し た 職 員 で あ っ て 施 行 日 の 前 日 に 当 該 異 動 が あ っ た も の と し た 場 合 に 基 準 日 に お い て 減 額 改 定 対 象 職 員 で あ る 者 と

な る こ と と な る も の に あ っ て は 、 当 該 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 に 百 分 の 九 十 九 ・ 七 六 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に 一 円 未 満

の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 ） ） 」 を 加 え 、 同 項 第 二 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 二　 降 格 を し た 場 合 （ 第 六 号 に 掲 げ る 場 合 を 除 く 。 ）　 施 行 日 の 前 日 に お い て そ の 者 が 受 け て い た 給 料 月 額 に 相 当 す

る 額 （ 基 準 日 に お い て 減 額 改 定 対 象 職 員 で あ る 者 に あ っ て は 、 当 該 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 に 百 分 の 九 十 九 ・ 七 六 を

乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 ） ） か ら 、 降 格 を し た 日 の 前 日 に

受 け て い た 号 給 に 対 応 す る 給 料 月 額 と 降 格 後 に 受 け る こ と と な る 号 給 に 対 応 す る 給 料 月 額 と の 差 額 に 相 当 す る 額

（ 降 格 を 二 回 以 上 し た 場 合 に あ っ て は 、 そ れ ぞ れ の 当 該 差 額 に 相 当 す る 額 を 合 算 し た 額 ） を 減 じ た 額

　 第 四 条 第 一 項 第 三 号 中 「 第 五 号 」 を 「 第 六 号 」 に 改 め 、 「 相 当 す る 額 」 の 下 に 「 （ 基 準 日 に お い て 減 額 改 定 対 象 職 員

で あ る 者 に あ っ て は 、 当 該 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 に 百 分 の 九 十 九 ・ 七 六 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ

る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 ） ） 」 を 加 え 、 同 項 第 四 号 ㈠ 中 「 相 当 す る 額 」 の 下 に 「 （ 基 準 日 に お い て 減 額 改 定

対 象 職 員 で あ る 者 に あ っ て は 、 当 該 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 に 百 分 の 九 十 九 ・ 七 六 を 乗 じ て 得 た 額 ） 」 を 加 え 、 同 号 ㈡ 中

「 給 料 月 額 」 の 下 に 「 に 相 当 す る 額 （ 基 準 日 に お い て 減 額 改 定 対 象 職 員 で あ る 者 に あ っ て は 、 当 該 給 料 月 額 に 相 当 す る

額 に 百 分 の 九 十 九 ・ 七 六 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 ） ） 」 を 加

え 、 同 項 第 五 号 中 「 応 じ た 額 」 の 下 に 「 に 百 分 の 九 十 九 ・ 七 六 を 乗 じ て 得 た 額 」 を 加 え 、 「 当 該 額 」 を 「 当 該 応 じ た 額

に 百 分 の 九 十 九 ・ 七 六 を 乗 じ て 得 た 額 」 に 、 「 （ そ の 」 を 「 と し 、 そ の 」 に 、 「 額 ） 」 を 「 額 と す る 。 」 に 改 め る 。

　 第 五 条 第 一 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 　 人 事 交 流 等 職 員 （ 次 項 に 規 定 す る 職 員 を 除 く 。 ） で あ っ て 、 そ の 者 の 受 け る 給 料 月 額 が そ の 者 が 施 行 日 の 前 日 に 人

事 交 流 等 職 員 と な っ た も の と し た 場 合 に 同 日 に お い て 受 け る こ と と な る 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 （ 人 事 委 員 会 の 定 め る

職 員 に あ っ て は 人 事 委 員 会 の 定 め る 額 と し 、 当 該 職 員 以 外 の 職 員 の う ち 、 基 準 日 に お い て 減 額 改 定 対 象 職 員 で あ る 者

及 び 基 準 日 の 翌 日 以 後 に 人 事 交 流 等 職 員 と な っ た 職 員 の う ち 施 行 日 の 前 日 に 人 事 交 流 等 職 員 と な っ た も の と し た 場 合

に 基 準 日 に お い て 減 額 改 定 対 象 職 員 で あ る 者 と な る こ と と な る も の に あ っ て は 当 該 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 に 百 分 の 九

十 九 ・ 七 六 を 乗 じ て 得 た 額 と し 、 そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 と す る 。 ） に 達 し

な い こ と と な る も の （ 第 三 条 第 七 号 に 掲 げ る 職 員 及 び 施 行 日 の 前 日 に 人 事 交 流 等 職 員 と な っ た も の と し た 場 合 に 同 号

に 該 当 す る こ と と な る 職 員 を 除 く 。 ） に は 、 そ の 差 額 に 相 当 す る 額 を 、 平 成 十 八 年 改 正 条 例 附 則 第 九 項 の 規 定 に よ る

給 料 と し て 支 給 す る 。

　 第 六 条 を 削 り 、 第 七 条 を 第 六 条 と す る 。

　 　 　 附　 則
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秋田県収用委員会告示第７号
　土地収用法（昭和26年法律第219号）第45条の２の規定により、収用の裁決手続の開始を決定したので、公告する。
　　平成22年１月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県収用委員会会長　平　川　信　夫　
１　起業者の名称
　　秋田県　代表者　秋田県知事　佐竹　敬久
２　事業の種類
　　角館都市計画道路事業３・４・９号横町線及び３・４・２号大町通線
３　裁決手続の開始を決定した土地の所在、地番、地目及び地積

４　土地所有者の氏名及び住所
　　谷口忠孝
　　秋田県仙北市角館町水ノ目沢108番地１
５　土地に関して権利を有する関係人の氏名、住所及びその権利の種類

６　裁決手続の開始を決定した日
　　平成21年12月21日
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県収用委員会告示第８号
　秋田県収用委員会は、起業者秋田県から平成21年11月10日に申請のあった角館都市計画道路事業３・４・９号横町線
及び３・４・２号大町通線に係る土地収用事件の審理を次のとおり開始するので、秋田県収用委員会運営規則（昭和51
年秋田県収用委員会告示第１号）第６条の規定に基づき、公告する。
　　平成22年１月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県収用委員会会長　平　川　信　夫　
１　審理開始の期日　平成22年２月18日　午後１時30分
２　審理開始の場所　秋田市山王四丁目１番２号
　　　　　　　　　　秋田地方総合庁舎　６階　総庁大会議室２

秋田県公営企業告示第１号
　秋田県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成17年秋田県条例第３号）第６条の規定により、
次のとおり秋田工業用水道の指定管理者を指定したので、同条例第８条の規定に基づき、公告する。
　　平成22年１月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　指定管理者の住所及び名称
　　秋田市泉中央二丁目２番29号
　　羽後ウォーター
２　指定の期間
　　平成22年４月１日から平成27年３月31日まで

秋　田　県　公　報　　　　　　　  2010年 平成22年１月８日（金曜日） 　　第2144号
　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

収 用 委 員 会 告 示

土 地 の 所 在 地　番
地　　　目 地　　　　積 収用しよう

とする土地
の面積登記簿上 現　況 登記簿上 実　　測

秋田県仙北市角館町横町 16番１ 宅　地 宅　地 530.47㎡ 547.03㎡ 59.93㎡

氏　　　　　　名 住　　　　　　　　　　　所 権利の種類 備　　考

株式会社谷口石油 秋田県仙北市田沢湖小松字城廻99番地の5 賃借権

公 営 企 業 告 示
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